
税理士法人中山会計 ＦＡＸ：０７６－２４３－５２３４

※いただきましたお客様情報は、他の利用目的で使用いたしません。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
令和の時代における初めての税制改正大綱が12月12日に発表されました。「５G」「オープンイノベーション」をキー
ワードに取り組む中小企業支援のほか、個人では新・NISAの創設から、低未利用地の活用促進、配偶者居住権の
税法的な取り扱いに至るまで当該税制改正大綱をもとに、確認及び注意すべき点を税のスペシャリストがわかりや
すく解説いたします。
是非皆様のご参加お待ちいたしております。

お問い合わせ先：税理士法人 中山会計 TEL：０７６－２４３－５２３３ 担当：長尾・松本

どこよりも早く税制改正をチェック！！

■今回の目玉となるのは・・・

ご参加者名：

ＦＡＸ番号：

備考：

ＴＥＬ番号：

法人名：

【税制改正セミナー申込書】 ※下記必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい 。受付後、担当からご連絡をいたします。

開催日 ： １月２８日（火)

時 間 ： １３：３０～１５：３０（受付開始 １３：００）

会 場 ：石川県地場産業振興センター 新館5階 第13研修室

住 所 ： 石川県金沢市鞍月2丁目１番地

定 員 ： 40名 ※駐車場有り。

■セミナー内容

無料セミナー！

セミナー概要 ※受講料無料のセミナーです！

速報！令和2年度税制改正令和 2年度
税制改正

毎年恒例新春企画！

講師：税理士法人中山会計 常務社員税理士 小嶋 純一

☑ ５G投資促進税制の創設

☑ 企業版ふるさと納税の拡充延長

☑ 新・NISAの新設 など

第１部 法人税および消費税といった
法人の税金が中心です。

第２部 所得税、相続税及び贈与税と
いった個人の税金が中心です。

当社では「相談しやすさ№１」を目標にお客様の「相談しやすさ」を日々追求しております。
今回の改正をいち早くお客様にお届けしたく本セミナーを企画いたしました。さまざまな情報が
飛び交う中、「早く」そして「正しい」知識を皆様と共有できれば幸いです。皆様のご参加をお待
ちいたしております。


